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４４．０６ 

 

同一出願人により異なった日に出願された二以上の意匠登録出願についての 

意匠法第９条及び第１０条の適用について 

 

＜取扱いの原則＞ 

 

（１） 同人による類似の意匠について異なった日に二以上の意匠登録出願があった場合

は、拒絶の理由のない最先の意匠登録出願に係る意匠を登録する。  

（２） 後の意匠登録出願に係る意匠については、その出願が最先の意匠登録出願に係る

意匠公報（秘密にすることを請求した意匠に係る意匠公報であって、願書の記載及び

願書に添付した図面等の内容が掲載されたものを除く。）の発行の日前までに出願さ

れており、最先の意匠登録出願に係る意匠を本意匠とする関連意匠の出願である場合

には登録する。 

（３） 後の類似する出願には、先の出願の査定等の確定を待って何らかの通知を行う旨

の通知書（待ち通知）を送付するが、類似する先願の出願番号は記載しない。 

 

 

【凡例】 

 以下の説明において、各図は下記の意味を表すものとして使用する。 

 

：通常の意匠登録出願 

（関連意匠以外の意匠登録出願） 

 

 

                 関    ：関連意匠の意匠登録出願 

 

 

 

：類似する関係 

（注）円は類似範囲を表すものではなく、類似するという

関係にあることを円の重なりで表したに過ぎない。 

 

 

：類似しない関係 

 

 

 

              本   関  ：本意匠―関連意匠 
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１‐１‐１．異日に出願された類似しない意匠（後願が関連意匠の出願） 

 

 

関

本

Ａ（先願）

Ｂ（後願）

 
 

Ａ（先願）

Ｂ（後願）

 

 

・先願Ａに拒絶の理由がなければ登録する。 

・後願Ｂの関連意匠が本意匠に類似しない場合

は、意１０条１項の拒絶の理由を通知する。 

 

 

 

 

 

 

・後願Ｂが通常の意匠（関連意匠以外の意匠）

に補正された場合には、意匠Ｂを登録する。 

 

 

１‐２‐１．異日に出願された類似する意匠（通常出願） 

 

 

Ｂ（後願）

Ａ（先願）

 
 

 

本

関

Ａ（先願）

Ｂ（後願）

 

 

・先願Ａに拒絶の理由がなければ登録する。 

・先願Ａの意匠権の設定の登録がなされていな

い場合、後願Ｂには「待ち通知」を行う。 

・先願Ａの意匠権の設定の登録がなされた場合

に、後願Ｂに対して、意９条１項の拒絶理由を

通知する。 

（この際、「なお、この意匠登録出願に対して

上記意匠登録第○○○号の意匠（意匠Ａ）を本

意匠とする補正をした場合には、この拒絶理由

は解消します。」との旨の「なお書き」を記載

する。） 

 

・後願Ｂについて、意匠Ａを本意匠とする関連

意匠の出願に補正された場合には、後願Ｂを登

録する。 
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１‐２‐２．異日に出願された類似する意匠（後願が関連意匠の出願） 

 

本

関

Ａ（先願）

Ｂ（後願）

 

・先願Ａに拒絶の理由がなければ登録する。 

・後願Ｂに拒絶の理由がなければ、登録する。 

 

 

 

 

 

 

１‐３‐１．異日に出願された類似する意匠（後願意匠が先願の本意匠とその関連意匠に

類似する場合） 

 

 

   
Ｃ（後願）

Ａ（先願） Ｂ（先願）

関本

 
 

 

 

Ｃ（後願）

Ａ（先願） Ｂ（先願）

関本

関

 

・先願Ａ及び先願Ｂに拒絶の理由がなければ登

録する。 

・後願Ｃには「待ち通知」を行う。 

 

・先願Ａ及び先願Ｂの意匠権の設定の登録がな

された場合に、後願Ｃに対して、両先願意匠を

引用意匠とする意９条１項の拒絶理由を通知す

る。 

（この際、「なお、この意匠登録出願に対して

上記意匠登録第○○○号の意匠（意匠Ａ）を本

意匠とする補正をした場合には、この拒絶理由

は解消します。」との旨の「なお書き」を記載

する。） 

 

・後願Ｃについて、意匠Ａを本意匠とする関連

意匠に補正された場合は登録する。 
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１‐３‐２．異日に出願された類似する意匠（後願意匠が二の通常の先願意匠に類似する

場合） 

 

 

  
Ｃ（後願）

Ａ（先願） Ｂ（先願）

 
 

 

 

 

Ｃ（後願）

Ａ（先願） Ｂ（先願）

本

関

 

・先願Ａ及び先願Ｂに拒絶の理由がなければ登

録する。 

・後願Ｃには「待ち通知」を行う。 

 

・先願Ａ及び先願Ｂの設定登録がなされた場合

に、後願Ｃに対して両先願意匠を引用意匠とす

る意９条１項の拒絶理由を通知する。（この際、

「なお、この意匠登録出願を上記登録意匠のい

ずれかを本意匠とする関連意匠の出願に補正し

ても、他方の登録意匠に対しては意匠法第１０

条第１項の規定の適用を受けることができない

ため、登録を受けることができません」との旨

の「なお書き」を記載する。） 

 

 

・後願Ｃがいずれかの先願の意匠を本意匠とす

る関連意匠の出願に補正された場合には、他方

の先願に係る拒絶の理由により拒絶する。 

 

１‐３‐３．異日に出願された類似する意匠（後願意匠が二の先願の通常意匠に類似し、

その一を本意匠として選択している場合） 

 

 

  

本

関

Ａ（先願） Ｂ（先願）

Ｃ（後願）
 

 

 

 

 

 

 

 

・先願Ａ及び先願Ｂに拒絶の理由がなければ登

録する。 

・後願Ｃには「待ち通知」を行う。 

 

・先願Ａ及び先願Ｂの意匠権の設定の登録がな

された場合に、意匠Ｃは、意匠Ｂと類似するた

め意９条１項の規定に該当し、登録を受けるこ

とができないため、後願Ｃに対して意匠Ｂを引

用意匠とする意９条１項の拒絶理由を通知す

る。（この際、「なお、この意匠登録出願を、上

記意匠登録第○○○号の意匠（意匠Ｂ）を本意

匠とする関連意匠の出願に補正しても、本願意

匠は意匠登録第○○○号の意匠（意匠Ａ）にも

類似し、両先願意匠について同時に意匠法第１
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Ｃ（後願）

Ａ（先願） Ｂ（先願）

本

関

 

０条第１項の規定の適用を受けることができな

いため、登録を受けることができません。」と

の旨の「なお書き」を記載する。） 

 

・後願Ｃが意匠Ｂを本意匠とする関連意匠の出

願に補正された場合には、先願Ａを引用意匠と

する意９条１項の拒絶理由を新たに通知する。 

 

 

 

１‐３‐４．異日に出願された類似する意匠（後願意匠が先願の通常意匠と先願の関連意

匠に類似する場合） 

 

 

本関

Ａ（先願） Ｂ（先願） Ｃ（先願）

Ｄ（後願）
 

 

 

 

 

 

 

 

本関

Ａ（先願） Ｂ（先願） Ｃ（先願）

Ｄ（後願）

本

関

 

 

・先願Ａ、先願Ｂ及び先願Ｃに拒絶の理由がな

ければ登録する。 

・後願Ｄには「待ち通知」を行う。 

 

・先願Ａ、先願Ｂの設定登録がなされた場合

に、後願Ｄに対して意匠Ａ及び意匠Ｂを引用意

匠とする意９条１項の拒絶理由を通知する。

（この際、「なお、この意匠登録出願を上記意

匠登録第○○○号の意匠（意匠Ａ）を本意匠と

する関連意匠の出願に補正しても、本願の意匠

は上記意匠登録第○○○号の意匠（先願Ｂ）と

も類似し、意匠法第９条第１項の拒絶の理由を

解消できないため、登録を受けることができま

せん。」との旨の「なお書き」を記載する。） 

 

・後願Ｄが意匠Ａを本意匠とする関連意匠の出

願に補正された場合には、意匠Ｂを引用意匠と

した意９条１項の拒絶理由により拒絶する。 
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１‐４‐１．異日に出願された類似する意匠（後願意匠が先願の関連意匠にのみ類似する

通常出願に係る意匠の場合） 

 

 

  

本

Ｃ（後願）

関

Ａ（先願） Ｂ（先願）

 
 

 

 

 

 

 

 

本

関

本

Ｃ（後願）

関

Ａ（先願） Ｂ（先願）

 

 

・先願Ａ及び先願Ｂに拒絶の理由がなければ登

録する。 

・後願Ｃには「待ち通知」を行う。 

 

・先願Ｂの意匠権の設定の登録がなされた場合

に、後願Ｃに対して意匠Ｂを引用意匠とする意

９条１項の拒絶理由を通知する。（この際、「な

お、この意匠登録出願を上記意匠登録第○○○

号の意匠（意匠Ｂ）を本意匠とする関連意匠に

補正しても、意匠登録第○○○号の意匠（意匠

Ｂ）は関連意匠として登録されているので、意

匠法第１０条第１項の規定の適用を受けること

ができないため、本願は登録を受けることがで

きません。」との旨の「なお書き」を記載す

る。） 

 

・後願Ｃが意匠Ｂを本意匠とする関連意匠に補

正された場合には、意匠Ｂが既に関連意匠とし

て登録されているので１０条１項の規定の適用

を受けることができないことから、後願Ｃは意

９条１項の拒絶の理由が解消されないので拒絶

する。 

 

１‐４‐２．異日に出願された類似する意匠（後願意匠が先願の関連意匠にのみ類似し本

意匠に類似しない場合） 

 

 

  

本

Ｃ（後願）

関

Ａ（先願） Ｂ（先願）

関

 
 

 

・先願Ａ及び先願Ｂに拒絶の理由がなければ登

録する。 

・後願Ｃには「待ち通知」を行う。 

 

・先願Ｂの意匠権の設定の登録がなされた場合

に、後願Ｃに対して意匠Ｂを引用意匠とする意

９条１項の拒絶理由を通知する。（この際、「な

お、この意匠登録出願の意匠は、本意匠として

出願した意願○○○○－○○○○○号（意匠登

録第○○○号）の意匠（意匠Ａ）とは類似して
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本

関

本

Ｃ（後願）

関

Ａ（先願） Ｂ（先願）

 

いないものと認められます。また、この意匠登

録出願を、上記意匠登録第○○○号の意匠（意

匠Ｂ）を本意匠とする関連意匠に補正しても、

登録意匠第○○○号の意匠（意匠Ｂ）は関連意

匠として登録されているので、意匠法第１０条

第１項の規定の適用を受けることができないた

め、登録を受けることができません。」との旨

の「なお書き」を記載する。） 

 

・後願Ｃが意匠Ｂを本意匠とする関連意匠に補

正された場合には、意匠Ｂが既に関連意匠とし

て登録されているので１０条１項の規定の適用

を受けることができないことから、後願Ｃは意

９条１項の拒絶の理由が解消されないので拒絶

する。 

 

１‐４‐３．異日に出願された類似する意匠（後願意匠が先願の関連意匠にのみ類似する

通常出願に係る意匠の場合） 

 

 

  

本

Ｃ（後願）

関

Ａ（先々願）

Ｂ（先願）

 
 

 

 

 

 

・先々願Ａ及び先願Ｂに拒絶の理由がなければ

登録する。 

・後願Ｃには「待ち通知」を行う。 

 

・先願Ｂの意匠権の設定の登録がなされた場合

に、後願Ｃに対して意匠Ｂを引用意匠とする意

９条１項の拒絶理由を通知する。（この際、「な

お、この意匠登録出願を、上記意匠登録第○○

○号の意匠（意匠Ｂ）を本意匠とする関連意匠

に補正しても、意匠登録第○○○号の意匠（意

匠Ｂ）は関連意匠として登録されているので、

意匠法第１０条第１項の規定の適用を受けるこ

とができないため、本願の意匠は登録を受ける

ことができません」との旨の「なお書き」を記

載する。） 

 

・後願Ｃが意匠Ｂを本意匠とする関連意匠に補

正された場合には、意匠Ｂが既に関連意匠とし

て登録されているので１０条１項の規定の適用

を受けることができないことから、意９条１項

の拒絶の理由が解消されないので拒絶する。 
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本

Ｃ（後願）

関

Ａ（先々願）

Ｂ（先願）

本

関
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２‐１‐１．異日に出願された類似する意匠（同日に出願された類似しない本意匠と関連

意匠を含む場合） 

本関

Ａ（先願）

Ｂ（後願） Ｃ（後願）
 

 

 

 

 

 

 

 

本

関

Ａ（先願）

Ｂ（後願） Ｃ（後願）  

・先願Ａ及び後願Ｃに拒絶の理由がなければ登

録する。 

・後願Ｂには「待ち通知」を行う。 

 

・先願Ａの意匠権の設定の登録がなされた場合

に、後願Ｂに対し意匠Ａを引用意匠とする意９

条１項の拒絶理由を通知する。（この際、「な

お、この意匠登録出願の意匠は、本意匠として

出願した意願○○○○－○○○○○号の意匠

（意匠Ｃ）とは類似しないものと認められま

す。」及び「この意匠登録出願に対して、上記

意匠登録第○○○号の意匠（意匠Ａ）を本意匠

とする補正をした場合には、この拒絶理由は解

消します。」との旨の「なお書き」を記載す

る。） 

 

・後願Ｂが意匠Ａを本意匠とする関連意匠の出

願に補正された場合には、後願Ｂを登録する。 

 

２‐２‐１．異日及び同日に出願された類似する複数の意匠 

Ｂ（後願）

Ａ（先願）

Ｃ（後願）  
 

 

 

 

 

 

 

 

・先願Ａに拒絶の理由がなければ登録する。 

・後願Ｂ及び後願Ｃには「待ち通知」を行う。 

 

・先願Ａの意匠権の設定の登録がなされた場合

に、後願Ｂに先願Ａを意９条１項の拒絶の理由

として通知する。（この際、「なお、この意匠登

録出願の意匠は、この意匠登録出願と同日に出

願された自己の意匠登録出願の意匠（意願○○

○○－○○○○○号の意匠）（意匠Ｃ）とも類

似するものと認められ、意匠法第９条第２項の

規定にも該当します。」との旨の「なお書き」

を記載する。） 

・後願Ｃには、同日に出願された意匠Ｂのみと

類似する旨を記載した「待ち通知」を行う。 
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Ｂ（後願）

Ａ（先願）

Ｃ（後願）

本

関

 

Ｂ（後願）

Ａ（先願）

Ｃ（後願）  

Ｂ（後願）

Ａ（先願）

Ｃ（後願）

本

関

 

・後願Ｃが取り下げられ、後願Ｂが意匠Ａを本

意匠とする関連意匠の出願に補正された場合に

は、後願Ｂを登録する。 

 

 

 

 

・後願Ｂが取り下げられた場合には、後願Ｃを

登録する。 

 

 

 

 

 

・後願Ｂについて、意匠Ａを本意匠とする関連

意匠の出願に補正された場合には、後願Ｂ及び

後願Ｃに協議を指令する。（この際、後願Ｂに

は、「なお、この意匠登録出願の意匠は、本意

匠として出願した意願○○○○－○○○○○号

（意匠登録第○○○号）の意匠（意匠Ａ）と類

似しているものと認められます。」との旨の

「なお書き」を記載する。）（その後の取り扱い

は、２－２－３．参照。） 

 

２‐２‐２．異日及び同日に出願された類似する複数の意匠（拒絶理由を有する出願を含

む場合） 

Ｂ（後願）

Ａ（先願）

Ｃ（後願）

拒絶理由

 

Ｂ（後願）

Ａ（先願）

Ｃ（後願）

本

関

 
 

・先願Ａに拒絶の理由がなければ登録する。 

・後願Ｂには「待ち通知」を行う。 

・後願Ｃには、拒絶理由を通知する。 

 

 

 

 

・先願Ａの意匠権の設定の登録がなされ、後願

Ｃの拒絶査定が確定した場合に、後願Ｂに先願

Ａを意９条１項の拒絶の理由として通知する。 

・後願Ｂについて、意匠Ａを本意匠とする関連

意匠の出願に補正された場合には、後願Ｂを登

録する。 
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Ｂ（後願）

Ａ（先願）

Ｃ（後願）  
 

 

 

 

 

 

Ｂ（後願）

Ａ（先願）

Ｃ（後願）

本

関

 

・先願Ａの意匠権の設定の登録がなされ、後願

Ｃの拒絶理由が解消した場合は、後願Ｂに対し

先願Ａを引用意匠とする９条１項の拒絶理由を

通知する。（この際、後願Ｂには「この意匠登

録出願の意匠は、この意匠登録出願と同日に出

願された自己の意匠登録出願の意匠（意願○○

○○－○○○○○号の意匠）（意匠Ｃ）に類似

するものと認められ、意匠法第９条第２項の規

定にも該当します。」との旨の「なお書き」を

記載する。） 

・後願Ｃには、同日に出願された意匠Ｂと類似

する旨を記載した「待ち通知」を行う。 

 

・後願Ｂが意匠Ａを本意匠とする関連意匠の出

願に補正された場合には、後願Ｂと後願Ｃに協

議を指令する。（その後の取り扱いは、２－２

－３．参照。） 

 

２‐２‐３．異日及び同日に出願された類似する複数の意匠（先願意匠を本意匠とする関

連意匠を含む場合） 

Ｂ（後願）

Ａ（先願）

Ｃ（後願）

本

関

 
 

Ｂ（後願）

Ａ（先願）

Ｃ（後願）

本

関

 

・先願Ａに拒絶の理由がなければ登録する。 

・後願Ｂと後願Ｃの間に協議を指令する。（こ

の際、後願Ｂには、「なお、この意匠登録出願

の意匠は、本意匠として出願した意願○○○○

－○○○○○号（意匠登録第○○○号）の意匠

（意匠Ａ）と類似しているものと認められま

す。」との旨の「なお書き」を記載する。） 

 

 

・後願Ｃが取り下げられた場合は、意匠Ｂを登

録する。 
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Ｂ（後願）

Ａ（先願）

Ｃ（後願 ）  

Ｂ（後願）

Ａ（先願）

Ｃ（後願）

本関

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本 関

Ｂ（後願）

Ａ（先願）

Ｃ（後願）  

・後願Ｂが取り下げられた場合は、意匠Ｃを登

録する。 

 

 

 

 

・意匠Ｃを本意匠とし、意匠Ｂをその関連意匠

とする補正がされた場合は、出願Ｂ－Ｃ間では

協議は成立しているので後願Ｃを登録するが、

後願Ｂには意匠Ａを引用意匠とする意９条１項

の拒絶理由を新たに通知する。（この際、「な

お、この意匠登録出願を、上記意匠登録○○○

号の意匠（意匠Ａ）を本意匠とする関連意匠の

出願に補正しても、本願意匠は意願○○○○－

○○○○○号（意匠登録第○○○号）の意匠

（意匠Ｃ）にも類似し、両意匠について同時に

意匠法第１０条第１項の規定の適用を受けるこ

とができないため、登録を受けることができま

せん。」との旨の「なお書き」を記載する。）

（これに対し、意匠Ａを本意匠とする関連意匠

に補正がされた場合には、後願Ｂは、再度後願

Ｃとの協議関係が生じるが、後願Ｃは既に登録

されており協議不能となるため、後願Ｂに対

し、意匠Ｃを引例とする意９条２項の拒絶理由

を通知する。） 

 

・後願Ｂを通常の出願とし、意匠Ｃを意匠Ｂを

本意匠とする関連意匠の出願にする補正が行わ

れた場合は、後願Ｂには意匠Ａを引用意匠とす

る意９条１項の拒絶理由を通知する。 
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２‐３‐１．同日に出願された類似する意匠（異日に出願された類似しない本意匠と関連

意匠を含む場合） 

本

関

Ａ（先願）

Ｂ（後願） Ｃ（後願）
 

 

 

 

本関

Ａ（先願）

Ｂ（後願） Ｃ（後願）  

・先願Ａに拒絶の理由がなければ登録する。 

・後願Ｂと後願Ｃの間に協議を指令する。（こ

の際、後願Ｂには、「なお、この意匠登録出願

の意匠は、本意匠として出願した意願○○○○

－○○○○○号（意匠登録第○○○号）の意匠

（意匠Ａ）とは類似していないものと認められ

ます。」との旨の「なお書き」を記載する。） 

 

 

 

・後願Ｂが意匠Ｃを本意匠とする関連意匠の出

願に補正された場合（又は後願Ｂを通常の出願

に補正し、後願Ｃを意匠Ｂを本意匠とする関連

意匠の出願にする補正が行われた場合）には、

後願Ｂ及び後願Ｃを登録する。 

 

２‐４‐１．異日及び同日に出願された意匠に類似する意匠（関連意匠にのみ類似する意

匠を含む場合） 

本

Ｄ（後願）

関

Ｃ（後願）

Ａ（先願） Ｂ（先願）

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・先願Ａ及び先願Ｂに拒絶の理由がなければ登

録する。 

・後願Ｃ及び後願Ｄには「待ち通知」を行う。 

 

・先願Ａ及び先願Ｂの意匠権の設定の登録がな

された場合に、後願Ｄに対して意匠Ｂを引用意

匠とする意９条１項の拒絶理由を通知する。

（この際、「なお、この意匠登録出願を、上記

意匠登録第○○○号の意匠（意匠Ｂ）を本意匠

とする関連意匠の出願に補正しても、意匠登録

第○○○号の意匠は関連意匠として登録されて

いるので、意匠法第１０条第１項の規定の適用

受けることができないため、登録を受けること

ができません。」及び「この意匠登録出願の意

匠は、この意匠登録出願と同日に出願された自

己の意匠登録出願の意匠（意願○○○○－○○

○○○号の意匠）（意匠Ｃ）とも類似するもの

と認められ、意匠法第９条第２項の規定にも該

当します。」との旨の「なお書き」を記載す
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本

Ｄ（後願）

関

Ｃ（後願）

Ａ（先願） Ｂ（先願）

関

本

 
 

 

本

Ｄ（後願）

関

Ｃ（後願）

Ａ（先願） Ｂ（先願）

関

 

る。） 

・後願Ｃに対しては、意匠Ａ及び意匠Ｂを引用

意匠とする意９条１項の拒絶理由を通知する。

（この際、「なお、この意匠登録出願に対して

上記意匠登録第○○○号（先願Ａ）の意匠を本

意匠とする補正をした場合には、この拒絶理由

は解消しますが、この意匠登録出願の意匠は、

この意匠登録出願と同日に出願された自己の意

匠登録出願の意匠（意願○○○○－○○○○○

号の意匠）（意匠Ｄ）に類似するものと認めら

れ、意匠法第９条第２項の規定にも該当しま

す。」との旨の「なお書き」を記載する。） 

 

 

・後願Ｄが意匠Ｂを本意匠とする関連意匠の出

願に補正された場合には、意匠Ｂは既に関連意

匠として登録されており意１０条１項の規定の

適用を受けることができない。したがって、後

願Ｄは、意９条１項の拒絶の理由が解消されな

いので、拒絶する。 

 

 

 

 

・後願Ｄの拒絶査定が確定し、後願Ｃが意匠Ａ

を本意匠とする関連意匠に補正された場合には

後願Ｃを登録する。 

 

 

 

 




